
私 振 第 1 4 2 0号  

令和６年５月１日  

私立幼稚園           

私立幼保連携型認定こども園 

                                            神奈川県福祉子どもみらい局 

子どもみらい部私学振興課長 
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令和６年度私立幼稚園等特別支援教育費補助事業計画書の提出について（通知） 

 

日頃から、幼児教育の振興にご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

今年度の私立幼稚園等特別支援教育費補助金の交付を希望される設置者は、保護者に標

記補助事業の趣旨をご説明いただき、私立幼稚園等特別支援教育費補助金交付要綱第７条

に基づく標記事業計画書を下記の添付書類とともに、令和６年９月27日(金)までに提出し

てください。 

 

１ 提出書類 

（１）私立幼稚園等特別支援教育費補助事業計画書（第１号様式） 

（２）補助対象経費算出表 

（３）私立幼稚園等特別支援教育費補助事業申請園児一覧表（別紙） 

（４）同意書（新規・継続を問わずすべての園児分） 

（５）特別支援の必要性を証する書類（新規申請園児のみ） 

（６）私立幼稚園等特別支援教育費補助事業計画書・提出票 

※ 様式等掲載ホームページ： 

分類から探す＞教育・文化・スポーツ＞教育＞私立学校＞私立学校向け補助金関係のお知らせ

＞令和６年度私立幼稚園等特別支援教育費補助事業に係る事業計画の照会について 

※ 「（５）特別支援の必要性を証する書類（新規申請園児のみ）」については、やむを得ない理由に

より９月 27日(金)までに提出できない園児がいる場合、追加提出することができます。なお、該

当園児についても漏れなく（３）に記載してください。 

※ （５）の追加送付の提出期限は、11月６日（水）です（必着）。 

※ 社会福祉法人立の認定こども園におかれましては、学校コード欄の記載は不要です。 

 

２ 提出先 

〒231-8588 (住所の記載は不要)神奈川県 私学振興課助成グループ 永見宛 

 

３ 補助単価等 

（１）国庫補助対象 

   ア 対 象 園  １園１人以上の障害児を就園させている学校法人立園・学法化予定園 

   イ 補助単価  園児１人当たり  年額７８４千円（国３９２千円、県３９２千円） 

 

 
裏面もご確認ください 

設置者様 

 



（２）県単補助対象 

    ア 対 象 園  １園１人以上の障害児を就園させている学校法人立以外の園 

   イ 補助単価  園児１人当たり  年額３９２千円（県３９２千円） 

※  内示の際に単価等を変更することもありますので、あらかじめご承知おきください。 

※ 国庫補助の基準緩和に伴い、学校法人立園・学法化予定園においては１園１人の障害 

児を就園させている場合も国庫補助の対象となりました。 

 

４ 当該補助金の補助対象となる園児区分（当該年度の５月１日時点で判断） 

○：補助対象とする ×：補助対象としない 

☆：市町村が実施する子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第５９条第４号に規定す

る多様な事業者の参入促進・能力活用事業の対象となる者を除く。（市町村が事業を実施し

ない場合は補助対象とする。） 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※ 補助対象となる園児は、①令和６年５月１日現在在園し、かつ満３歳以上であること、

②認定こども園の場合は補助対象となる支給認定区分に認定されていることが必要です。 

幼保連携型認定こども園において、年度途中に補助対象園児の認定が変更された場合に

はこの限りではありません。また、変更の際は早急に連絡してください。 

 

５ 留意事項（診断書・判定書について） 

※ 「特別支援の必要性を証する書類」として提出する診断書・判定書について、これ

まで原本の提出を依頼しておりましたが、園及び保護者の負担軽減のため、原本の提

出を不要とし、写しの提出でも可としました。 

※ 事業計画書作成にあたっては、別添「私立幼稚園等特別支援教育費補助事業計画関

係書類の提出にあたっての留意事項」も併せてご確認ください。 

 

 

問合せ先 

助成グループ 永見、星野             

電話 045(210)1111 内線 3773 

 

類型 設置者 １号認定 ２号認定 

幼稚園 

（幼稚園型認定こ

ども園を除く） 

学校法人立 ○ ― 

上記以外 ○ ― 

幼稚園型 

認定こども園 

幼稚園部分が 

学校法人立 
○ ○ 

上記以外 ☆ ☆ 

幼保連携型 

認定こども園 

学校法人立 ○ × 

上記以外 ☆ × 


